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私たちはお客様の“元気”をサポートします！

俺俺俺たたたちちちのののゴゴゴーーールルルはははどどどこここだだだ．．．．．．．．．！！！

先日、ある社長に「理念を明確にしませんか」とお話しすると「理念と商売は無関係、理念で飯は食えな

い」と厳しいお言葉をいただきました。ハッキリ仰らなくても似た考えを持つ社長はたくさんいらっしゃい

ます。確かに時流に合う儲かる仕事を見つければ、理念はなくても短期的には儲けられるのかもしれません。

 ただ、例えばミッションとは「自社の存在意義」であり、ある意味で社会の中における「自社の居場所」

でもあります。何に命を賭け、どこに旗を立てるのか．．．それが明確でない会社のあやうさと迷いを感じて

しまうのは私だけでしょうか？

●●● スススタタターーーバババッッックククスススにににななないいいもももののの？？？

以前、あるセミナーで教えていただいた質問があります。

【問】以下の中でスターバックスにはないもの
．．．．

はどれだと思いますか？

① 入社時の２０時間を越える理念研修

② １００項目を超える接客マニュアル

③ 理念に対する月２００通以上の社員からのクレームや批判

④ 向いていない人は直ちに解雇する方針

いかがでしょうか？私は迷いもなく答えが分かりました．．．正解は②です。

スターバックスでは、お客様の感動体験を生み出すために自分がどうすべきかは、各々の社員が自分の頭

で考え行動するのが基本なのです。それを考えるための判断基準が「理念。つまり、ミッション＝自社の存

在理由、バリュー＝共有すべき価値観」なのです。ただ単に規則やマニュアルに従うのではないのです。

仕事ができる社員とは「仕事を任せられる社員」でありイコール「正しい判断ができる社員」です。では

仕事ができる社員を育てるために必要なのは何か？それは判断の基準となる明確なミッションとバリューを

社員が共有し、本気で追求している社員を育てることなのです。

社員が自分で判断し行動できる基準を教え育む．．．これが本当の意味の「社員教育」なのです。

●●● チチチーーームムムののの仲仲仲間間間とととしししててて

理念が明確で社員に共有されている会社と、そうでない会社の差はハッキリと見てわかります。

       （理念が明確な会社）         （理念のない会社）   

１．  ブレない一貫性のある方針       常にブレて儲け話に食いつく

２．  社員が同じ目標・行動規範を共有    社員がバラバラで雰囲気が悪い

３．  周囲から応援される          何をしたいのか不明なので応援されない

４．  抑止力がある             抑止力なく問題が起きやすい

同じ組織で一緒に働くわけですから、自分たちのチーム（組織）が最終的に目指すもの（ミッション）や

当面の目標であるゴール（ビジョン）を共有し、チームの行動規範やルール（フィロソフィー・バリュー）

を共有するのは当然です。でも．．．多くの中小企業では、チームとして目指すものも、当面のゴールも、チ

ームの行動規範やルールも、何も説明のないまま、ただ「練習しろ」と言われてグラウンドに出てボールを

蹴り始めます。チームの士気が上がらないのも、自主性、主体性が育たないのも、判断できる任せられる社

員が育たないのも．．．すべての根っ子は「理念の欠如」なのだと感じるのは間違いでしょうか？



ｐ

今今月月ののワワンンポポイインントト！！ ((担担当当：：長長谷谷川川))

◆◆◆売売売上上上ををを伸伸伸ばばばすすすたたためめめののの売売売上上上ののの見見見方方方

多くの経営者が重要視している『売上』。

売上が増加していれば良いのですが、減少している場合には『世の中に必要とされなくなっている』とま

で言われることもあるため、とても不安に感じる経営者もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、売上を増加させるための売上の見方について記載させて頂きたいと思います。ポイントは『売上

分類』『単価×数量』の２つになりますので意識して読んで頂けると幸いです。

●●● 必必必要要要性性性（（（WWWhhhyyy）））

多くの経営者が売上の増減を確認するために利用している決算書は『売上高』という項目で全ての売上が

１つに集約されています。これを基に売上の増減を把握することは大切なことですが、これだけでは『なぜ

増加したのか』『なぜ減少したのか』という理由が分かりません。重要なのは、売上が増加したこと、減少し

たことに一喜一憂することではなく、その理由を明確にし、『次の行動に活かしていくこと』です。そのため

には、『売上分類』と『単価×数量』という考え方を用いる必要があります。

●●● 売売売上上上分分分類類類（（（HHHooowww）））

売上分類とは、売上を内容別に分類することです。具体的な分類方法は以下の通りとなります。

１． 製品・商品別に分類する。

自社が『何を』売っているのかという視点から売上を分類します。

２． 市場・顧客別に分類する。

自社が『誰に』売っているのかという視点から売上を分類します。

３． チャネル別（流通経路別）に分類する。

自社が上記の２つを『どのように繋いでいるのか』という観点から売上を分類します。

●●● 単単単価価価×××数数数量量量（（（HHHooowww）））

売上は、基本的に『単価』と『数量』から構成されています。

売上分類により、『なぜ増加したのか』『なぜ減少したのか』という理由の大枠が明確になります。売上分

類を行った上で、さらに『単価×数量』という概念を用いることで売上増減の理由が単価にあるのか、数量

にあるのかということをより明確にすることが出来ます。

●●● メメメリリリッッットトト

１． 売上増減の『理由』が明確になる。

２． 上記が明確になることで『問題点』を浮き彫りに出来る

３． 上記が明確になることで『対策』を講じることが出来る。

４． 上記が明確になることで『組織』として最適な動きをとることが出来る。

５． 上記が明確になることで『社員』の具体的な行動目標まで落とし込むことが出来る。

●●● 実実実ははは……… 売売売上上上ののの比比比較較較対対対象象象ははは『『『過過過去去去』』』じじじゃゃゃななないいい！！！

さらに、重要なことを１つ付け加えると、過去と比較した売上の増減はあまり意味を持たないという

ことです。『未来が見えない…』『過去の成功体験が通用しない…』という経営者の悩みを多く聞きま

す。環境変化の激しい現在において、過去の実績は何の役にも立ちません。

重要なのは、自社の未来を明確にし、適切な目標設定を行い、その目標を達成できたのか把握するこ

とです。つまり、未来と比較して現在の売上が十分なのか否か考えていくことが重要なのです。これを

実際にサポートしているのがＭＡＳ監査です。まずは、私達と一緒に自社の『売上』について考えてみ

ませんか？



““ 経経営営塾塾 ：： 人人財財育育成成 ”” （（担担当当：：泉泉））

今春もフレッシュな新人が入社し、先週は新卒を含めて４人の新入社員研修、今週は昨年後半以後に入社

した６人のアシスタントの新人研修と、二週間ぶっ続けの研修が続いています。中小企業を取巻く経営環境

がますます厳しくなる中、経営者のサポーターである私どもの役割はますます大きくなり始めています。 

日本の中小企業の元気をサポートし日本を元気にする！私たちの使命です。新人の活躍に期待します。 

【旧経営者へのメッセージ ２０１０．１０．０１ブログより転載】 

★★★ 新新新しししいいい門門門出出出ににに．．．．．．．．．

昨日は、まる一日かけて今年９月入社の職員（今年は女性３人）に経営計画書の説明会を行いました。

例年一月中旬に「経営計画発表会」を行いますが、中途入社の職員については９月に説明会を行います。

すでに９ヶ月経過しているので、数値計画や行動計画よりも、中小企業を取り巻く経営環境の変化、それに

伴う事業環境の変化．．．そして、私たち事務所が進むべき方向性と取り組むべき課題を中心に話をしました。

経営環境の激変に伴い、社会のインフラとしての私たち職業会計人の「役割」も大きく変化しています。

新しくこの業界に入った新人達にとって．．．この変化を「ピンチ」と捉えるのか「チャンス」と捉えるのか

は、彼女たちの未来を大きく左右します。私たちは、この経営環境の変化をチャンスと捉え、「変化」に対応

した「自己革新」をすることにより、大きく成長するビックチャンスを迎えています。

  税金を語る本というのは、殆ど節税の方法とか申告方法を述べた技術論ばかりで、つまりは枝葉

末節なものが多い。税理士や税務署のお役人、税金専門の学者という人々は、今の税体系という

金魚鉢の中で生きている金魚みたいなものだから、その人たちの話を聞いても何ら根本的解決に

はならない。

ついでに言うと、税理士ほど後ろ向きの商売はない。税理士を雇う目的は、突き詰めれば、「いか

に税金を逃れながら、税務署から文句を言われずにすませるか」ということだ。税金のシステム

がもっと簡単なら、税理士のような、生産とは何の関係もない、負のエネルギ－を使わなくては

ならない商売はそんなにいらなくなる。有能な人材をいかに後ろ向きの仕事で浪費しているか、

全く国家の損失である。  （渡辺昇一著「歴史の鉄則～税金が国家の盛衰を決める」より）

ブログから見つけた論説ですが、ある意味で私たち税理士の本質的な一面を示していると思います。

説明会の中でも「税法の中に正義や本質があるのか？」と問いました。

実務家である私たち税理士は、税の本質的な問題に迫ることなく、既定の税法に対する知識や、本来税務

当局内部の規定である取扱規定を熟知していることが自分たちの「能力」であり、力なのだと勘違いしてい

ます。まさに、渡辺氏の指摘の通り「枝葉末節な技術屋」「金魚鉢の中の金魚」でしかないのです。だから、

人と組織の本質に係る「経営」に関しては後ろ向きで、前向きな関わりを持てないのです。それが、経営環

境が変化する中で、私たちの持つ力が「課題解決力」を失いつつある根本的な原因なのです。

 まず、それに気付くことが社会のインフラとして中小企業の経営課題の解決に貢献するための自己革新の

基盤なのだと思います。私たち事務所は．．．「お客様のビジョン実現と真の豊かさの創出をサポートする」こ

とをミッションとします。税務はメニューの一つであり、私たちは法人と個人の未来創造のサポートを本業

としミッションとします。そのために、私たちは「能力」の研鑽と同時に、経営と社会の本質に楔を打ち込

み、気づきを与え、成長と成功をサポートするために、自己の「価値観」と真摯に対峙し自己革新をし続け

なければなりません。新人の活躍に心から期待します。



ＦＦＰＰレレポポーートト

★★★ 悩悩悩めめめるるる介介介護護護第第第１１１弾弾弾！！！

  今月は高齢化社会において大きな問題となっております「介護」についてレポートをお送りいたします。

公的介護で要介護認定を受ける人が増え続けています。とりわけ認定が多いのが「要介護１」になります。

介護サービスを受ける必要度はまだ低い段階ですが、介護にあたる家族の負担は決して軽くはありません。

  ここでは先ず基本である「介護保険制度」について触れておきましょう。

  介護保険を利用するには、必ず「要介護認定」を受けなければなりません。そして、「要介護認定」によっ 

て、利用者の心身状態や生活環境を確認し、その人が“どの介護状態に当たるのか決定”します。

  要介護状態とは、“どの程度の介護を必要としているか”という度合いを重い順に「要介護」「要支援」の 

２段階に分け、更にそれら２つを「要介護１～５」「要支援１・２」の７段階の区分で表したものです。

●●● 要要要介介介護護護認認認定定定

「要介護」とは日常的に介助が必要な人のことで、「要支援」とは介助が必要だが、比較的自立した生活が 

出来る人のことです。つまり、要介護度とは介護保険の利用者が“どのくらい介護を必要としているのかを 

判断する為の基準”として用いられるのです。 

  したがって介護保険サービスを利用するには「要介護認定」を受ける必要があります。判定を受けるには 

申請書や主治医意見書などを用意して市区町村に申請をします。申請されると、市区町村の職員、あるいは 

委託を受けたケアマネージャーにより、全国共通の認定調査書を使った聞き取りなどの訪問調査が行われま

す。その後、調査結果を元にした、コンピューターによる一次判定を経て、主治医意見書、特記事項などか

ら保健・医療・福祉の学識経験者（５名程度）が介護審査会を開き、二次判定がなされます。 

  二次判定の結果に基づいて、市区町村が要支援・要介護を認定し要認定の結果通知書が本人に送られます。 

●●● 「「「介介介護護護休休休業業業」」」

厚生労働省の調査によると、要介護１でも、同居する主な介護者が「ほとんど終日、介護する」と回答し

た比率は１３．５％もあります。「半日程度」も合わせると、２２．１％もの人が介護にかなりの時間を割い 

ています。 

  今年の１月に介護をする会社員にとって重要な制度変更がありました。育児・介護休業法に基づくルール 

が見直され、家族を介護するために勤務先を休む「介護休業」を、これまでより取得しやすくなりました。 

  対象となる介護状態の基準が昨年までは「要介護２～３程度」とされていました。今年からは「要介護２ 

以上」または「歩行、薬の内服、排泄など１２項目のうち一定の状態にあてはまる場合」と変わりました。 

  要介護１以下でも、条件を満たせば、勤務先に申請することで介護休業を取ることができます。 

●●● 「「「介介介護護護休休休業業業給給給付付付金金金」」」

介護休業は、最長で９３日（家族一人当たり）まで取得可能です。従来は原則、一度にまとめて取る必要

があったのですが、今年から３回まで分割できるようになりました。 

  休業中は、雇用保険制度上の条件を満たせば、「介護休業給付金」を受取ることも可能です。給付額の水 

準は昨年８月から引き上げられ、賃金の６７％（従来は４０％）相当となっています。

㈱㈱㈱横横横浜浜浜総総総合合合フフフィィィナナナンンンシシシャャャルルルののの西西西尾尾尾ででですすす！！！

介護費用負担に対する保障としては、生命保険会社が販売する保険

商品も増えています。介護保険商品では、これまで要介護２以上に認定

された場合のみ支払い対象でしたが、４月より要介護１以上に認定され

ると支払い対象となる商品が発売されました。遠慮なくご相談下さい。 



今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””

生きるとは呼吸をすることではない。

行動することだ。

（青木 仁志） 

二十歳のクライマーだった頃、「命を無駄にするな」と言う大人に「山には生があり死が

ある。でも街にはそのどちらもない」と言い張った青い自分を思い出します。でも還暦を

迎えた今も「生きるとは夢に向かって行動することだ」と信じて疑わない自分がいます。

★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた

ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．１０８) 

★ 先日、海洋冒険家の白石康次郎さんの講演を拝聴しました。数々の困難を乗り越えてきた白石さんは「僕

が頑張ろうが頑張るまいが自然はそんなことを考慮してくれません。結果なんて誰にも分からないのだから

考えても仕方ない。それよりも、やることをやって、失敗したらそれを受け入れることが重要です。」「絶対

にその目標を達成するという強い気持ち。その気持ちが強ければ強いほど自分のアンテナの感度が高くなり、

必要なものや情報、やるべきことも見えてきます。」と話されました。強い覚悟と夢のお話でした。（NISHIO）

★ 横総も来年の新卒向けの会社説明会がスタートしました。学生の真剣なまなざしを受けていると、初心を

思い出し、熱い思いがこみ上げてきます。教育・育成に時間がかかるのに、なぜ新卒採用をするのか？とご

質問頂くことが多くありますが、「理念」を共有する同志を育て、会社の基盤を強くしていくためには、新

卒で採用し共に成長していく必要があると思います。中小企業ではなかなかハードルが高いところだと思い

ますが、会社の５年後・１０年後のために人事計画として考えてみてはいかがでしょうか？ （YAMAMOTO）

★ 今月の【将軍の日】中期経営計画立案セミナーに、ＭＡＳ監査を導入して頂いている社長にご参加頂きま

した。毎年社長にはご自身で中期計画を立案して頂いてきたのですが、集合研修での参加は１０年振りと本

当に久しぶりでした。１０年前から比べ売上は倍増、利益は４倍になった会社を、これからどのように進化

せるのか、１日かけて次のシナリオをお考え頂きました！社長の経営哲学は【歩】…。少し止まって、状況

を見極めたうえで歩き出す。社長の想いや未来を共有できた貴重な時間となりました！  （TOCHIKURA） 

★ 確定申告が終わった３月後半は毎年恒例の「Ｍ＆Ａ国際会議」でサンフランシスコ・シリコンバレー＆ヨ 

セミテ公園～ロサンゼルスまでの米国西海岸観光に行ってきました。アップルや Facebook、Google の本社が

並び世界最先端の企業が集まるシリコンバレーの最大のメリットは「年間３００日の晴天」だそうです。失

敗は最大の経験として尊重されるアメリカであっても、事業に失敗して落ち込んだ気分を助けてくれるのは

真っ青な空なんですね～！いくらＩＴやＡＩが発達しようと、やっぱり私たちは人間なんだと気づきます。 

シリコンバレーで成功している日本の若者たちのパネルディスカッションもありましたが、最後に昨年人生 

４社目の株式上場を果たした千本さん（ＫＤＤＩ、イーアクセス、イーモ 

バイル、レノバ創業者）からの「君たちは夢が小さすぎる、もっとスケー 

ルを目指せ」「日本の経営環境はけっして悪くない、シリコンバレーにこ 

だわるのは言い訳だ」という檄は流石の貫禄でした。本物はスゴイです。 

憧れたままとうとうクライミングで訪れることができなかったヨセミテ公 

園の大岩壁の下に立ち．．．感慨深い旅になりました。      （IZUMI）



TEAM yoko-so  

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞ 

 セミナーのご案内   ※関与先値引き有り

★ “将軍の日” 中期経営計画作成セミナー 

 自社の５年後のあるべき姿と、そのための経営課題を明確にするための一日！ 

日時 ： 平成２９年５月９日（火）、２５日（木）／１０時～１８時 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ５社限定  料金一社 ３２，４００円

昼食代込 （お二人迄参加可） 

★ “未来創造塾” 毎月開催、経営者セミナー  ≪※※※年間会員募集中※※※≫

 第７６回『社員を活かし組織を活かす経営哲学』 

講師：チタジュウグループ 代表取締役会長 横山 晴夫 

日時 ： 平成２９年５月１８日（木）／１６時～１８時、終了後実費にて懇親会 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： 都度参加会費 ５，０００円 

★ “後継者育成塾” ５期生募集中

創業者の志を継承する「人財」を育成します！ 

主催：ＮＮ構想首都圏地域会ＬＬＰ 

日時 ： 平成２９年５月１９日（金）～平成３１年３月１６日（日） 

場所 ： セミナーハウス クロスウェーブ府中 

募集 ： 全２４日間・１２回（全て１泊２日の合宿形式） ２４日×５万円＝１２０万円（税抜き）

ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人財経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、社会保険労務士法人エール 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人フードアカウンティング協会 

㈱パワーズアンリミテッド、NMC税理士法人税務総合対策室、税理士法人東京クロスボーダーズ 

㈱日本エスクロー信託、ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） 他 

〒231-0023 横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所 ／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ http://www.yoko-so.co.jp/
 「経営者へのメッセージ」「癒しの森暮らし」のブログにもつながります 


